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注）吸音と遮音の区別について

ここで、簡単に吸音と遮音の違いを述べておく。吸音とは読んで字のごとく音を吸収する

ことで、遮音とは音を遮ることである。音のエネルギー面から模式的に示すと次のようにな

る。

入射するエネルギーをＩ、反射するエネルギーをＲ、透過するエネルギーをＴとした場合、

吸音率はＡ＝（Ｉ－Ｒ）／Ｉ、音響透過率はＬ＝Ｔ／Ｉで表現される。さらにこれらの関係

を概略的に表現すると図 １-２のようになる。なお、ここで用いる吸音材は吸音率０．５で

３dB 程度の透過損失のある材料、遮音材の透過損失は 28dB 程度と仮定した。

(a)何も対策しないときのベルの音を 70dB とする。

(b)電話を吸音材のみで囲むと、内側での音は内側へは殆ど反射せず外側へ透過する。そ

のため、内側の音の大きさは変わらず、外側の音は材料の透過損失分の３dB 低減した

レベルとなる。このように吸音材による遮音の効果は小さい。

(c)遮音材のみで囲った場合、内側では音の反射の影響で８dB の上昇となり、外側では

材料の透過損失分の 28dB を差し引いた 50dB となる。

(d)吸音材と遮音材の両方を用いると、内側の音の上昇も抑えられ、外側でも遮音材だけ

の場合よりさらに６dB 低下する。この差は内側の吸音によって内部の音圧が低下した

量である。

このように騒音対策には吸音材と遮音材の併用が効果的といえる。

図 １-２ 吸音材と遮音材による騒音の低減
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策と相反する関係になるものも少なくない。このような場合、交通への配慮は敷地内への出

入口の位置が問題となるのに対して、騒音への配慮は騒音源の絶対的な位置が問題となるこ

とから、敷地に余裕があれば、敷地内道路（渋滞解消のための待ちレーンを兼ねてもよい）

を適切に設置することにより解決できる場合もある。敷地内道路の騒音を抑えるために、い

わゆるコミュニティ道路などに使われる自動車速度抑制デバイスのデザイン（クランク、ハ

ンプ《車道部分に設けられる盛り上げられた舗装部分》 等）を取り入れる方法もある。

（３） 基本設計

基本設計時には、基本計画で決定された大まかな配置に沿って、設備機器等の配置計画、荷さ

ばき場の計画、その他の騒音源の伝搬対策、騒音源対策、遮音・吸音対策を具体化する段階であ

る。設備機器や荷さばき場等の場所が決定され、騒音環境の予測に必要な条件の殆どがこの段階

で明確となるといえる。

① 平面設計

実際の配置計画においては、いずれの方向にも住宅が存在しているなど、騒音源を遠ざけ

る方法が採れないなど難しい場合も多い。そのようなケースでは図 １-４に模式的に示すよ

うに、建物本体を遮音に利用する方法もある。図 １-４中の a、b は面積は同じだが、a では

騒音源が建物の外周部に配置されているのに対し、b では中心部に配置されており、売り場

空間などが遮音の役割を果たしている。

図 １-４ 騒音源となる空間の配置形態の比較

アクセス路の位置や空間相互のつながりの関係で図 １-４のような方法が利用できない

場合には、建物の外周壁を防音スクリーンのように扱う方法もある（図 １-５）。

図 １-５の a は空間の単位を箱のように組み合わせることにより建築全体のボリュームを

構成する検討例である。それに対して b では、あらかじめ設定した外周壁（防音壁を兼ねる）

による全体形態から空間を欠き取ることにより必要な形態をつくり出す方法である。この検

討例が使える場合は、騒音対策上有利であるばかりでなく、ファサード（建物の表層部）に

荷さばきスペースなど 荷さばきスペースなど
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統一感を出すことができたり、施設裏面の露出を抑えることができるなど、メリットは多い。

また、欠き取り部分は建築面積、延床面積のいずれにもカウントされない点も計画上有利で

ある。前述した敷地内のコミュニティ道路や植栽と組み合わせることにより、より地域の良

好な環境づくりにも寄与することができる。

図 １-５ 施設の空間形態の検討例

② 荷さばき場設計

荷さばきスペースに関して、騒音対策上最も理想的な形態は屋内化することである。しか

し、荷さばきスペースを屋内化できるのは店舗規模がかなり大きく、敷地形状的にも無理が

ないなど、非常に限られたケースに過ぎない。そこで、空間の配置については住宅地から出

来るだけ距離を取ると共に、形態については先述した外周壁を防音スクリーン（防音壁）的

に用いる方法などを利用する。（図 １-６）

図 １-６ 荷さばきスペースの車路
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店舗 A 騒音対策概念図

1 階

屋上
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店舗 B 騒音対策概念図

1階／地下 1 階

4 階
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店舗 C 騒音対策概念図

1 階

2 階
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